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厚生労働省労働基準局長 

( 公印省略 ) 

傷病の状態に 関する 居 、 傷病の状態等に 関する報告書又は 傷病補償年金 

  若しくは傷病年金受給権 者の定期報告書に 添付する診断書 ( じん 肺用 ) 

の 様式の改正について 

標記診断書の 様式については、 昭和 5 2 年 3 月 3 0 日付け労働省発労役第 2 ,1 号。 基 

登第 1 9 2 号及び昭和 5 3 年 1 0 月 2 3 日付け 基登 第 5 8 8 号 ( 以下「 5 8 8 号通達」 

という。 ) により指示してきたところであ るが、 じん 肺 法施行規則及び 労働安全衛生規 

則の一部を改正する 省令 ( 平成 1 5 年厚生労働省令第 2 号 ) が本年 1 月 2 0 日に公布さ 

ね 、 じん 師 法施行規則の 一部改正関係が 本年 4 月 1 日から施行されたことから、 5 8 8 

号 通達別紙の診断書 ( じん 肺用 ) を別添のとおり 改める ( 診断書 ( じん 肺用 ) のうち、 

「 9  合併症に関する 検査」の「肺結核以覚の 合併症に関する 検査」の項目について、 

「 喀疾 細胞診」の欄を 追加するとともに、 「エックス線特殊撮影」の 欄における撮影法 

に「らせん CT 、 その他 ( ) 」を追加するものであ る。 ) 。 

また、 上記改正に伴って 診断書作成要領 ( 年金通知様式第 2 号の 2) の一部を別添の 

とおり改める。 

  

 
 

 
 

 
 


















